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１．提出期限�
 （１）オンラインによる請求
　　　レセプトデータは、毎月10日までに送信してください。
　　　データ送信後は、毎月12日までに必ず請求確定を行ってください。
　　　ただし、10日までに送信が一度もない場合は請求確定ができません。

 （２）光ディスク等及び紙による請求
　　　診療報酬請求書及びレセプト等の提出期限は、毎月10日です。
　　　本会へ持参又は送付… （10日必着） …してください。

　本会へ持参される場合

　　受付時間は土曜日、日曜日、祝日を除く８時30分から17時です。
　　ただし、10日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、事務所を開館し受け付けます。
　　なお、受付を行った証明として受領書を発行しています。
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２．請求方法�
 （１）オンラインによる請求
　　①　届　出
　　　…　オンラインで請求する場合は、請求開始月の前々月の20日までに「電子情報処理

組織の使用による費用の請求に関する届出」（様式Ｐ４）を本会及び支払基金島根審
査委員会事務局に提出してください。

　　　…　併せて、「電子証明書発行等依頼書」（様式Ｐ５）を支払基金島根審査委員会事務局
に提出してください。様式は、本会及び支払基金ホームページからダウンロードでき
ます。

　　　

　　②　確認試験  （任意） 
　　　…　エラーの有無等を確認したい場合は、請求前に確認試験を行うことができます。本

会へレセプトデータを「確認試験」ボタンで送信すると、エラーチェックの結果が返
信されます。

　　　　なお、この確認試験についての届け出は不要です。
　　※確認試験が実施可能な期間は、毎月５日から月末の８時から21時までです。

　　③　請　求
　　　…　レセプトデータをオンラインで送るほか、以下については書面により提出してくだ

さい（編綴方法はＰ12参照）。

　　　　　・診療報酬等総括票
　　　　　・特別療養費に係るレセプト
　　　　　・福祉医療費請求書（社保分）
　　　　　・乳幼児等医療費請求書（社保分）
　　　　　・妊婦一般受診票（請求書）
　　　　　・乳児一般受診票（請求書）
　　　　　・妊婦精密受診票（請求書）
　　　　　・乳児精密受診票（請求書）
　　　　　・１歳６ヶ月児精密受診票（請求書）

◇ 「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」
　　 【本会ホームページ】
　　　　　保険医療機関・保険薬局のみなさま → 各種様式
◇ 「電子証明書発行等依頼書」
　　 【支払基金ホームページ】
　　　　　様式集 → 医療機関・薬局の方 → オンライン請求システム

注 意
　資格証明書による診療に係るレセプト
を作成した場合は、レセプトの上部余白
に「特別療養費」と朱書きのうえ、診療
報酬等総括票の上部余白に「特別療養費
○件」と記入してください。
　レセプトは診療報酬等総括票の次に編
綴し、請求書は添付しないでください。
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　　　　　・３歳児精密受診票（請求書）
　　　　　・新生児聴覚検査受検票（請求書）
　　　　　・産婦健診受診票（請求書）

　　④　受付時間
　　　　オンライン請求の受付時間は次のとおりです。
　　　　　・毎月５日から７日… 　８時から21時まで
　　　　　・毎月８日から10日… 　８時から24時まで

　オンライン請求における返戻と再請求

　◇本会からの返戻レセプトは、次の２つの方法で受領できます。
　　・出力紙レセプト（令和６年度中に廃止が予定されています。）
　　・オンラインによる返戻ファイルのダウンロード
　　　※返戻ファイルは直近３か月分がダウンロード可能です。

　◇…オンライン請求医療機関等においては、令和５年４月以降の再請求はオンラインで請求
してください。

　　　※紙で再請求可能なものは次の返戻付箋が貼付されたレセプトです。
　　　　なお、紙で請求される場合は、診療報酬請求書を添付してください。

月　返　戻　付　箋　

　　　（　　　　　　　　　　　）に混入

１８．公費負担点数もれ、相違

１９．他保険者混入分

１７．特定薬剤治療管理料の薬剤名、初回

　　　算定年月の不備

１５．転帰、治癒月日（第　　　　病） ２４．その他、別記についてご検討下さい。

１６．投薬、注射（薬名、単位、用量）不備

　　　外来管理、指導料、往診料の不備、 ２３．一部負担金（控除額）以下の請

　　　回数の不一致 　　　求は不要です。

１３．診療開始日と初診料算定の不一致 ２２．貴院依頼分

１４．診療実日数、入院日数、初診、再診、 （　　　月　　　日依頼分）

　　　番号もれ、不一致 　　　請求書を作成して下さい。

１２．患者名、生年月日もれ ２１．重複請求

次月請求分と一緒にご提出下さい。

１１．（　　　　　　　　　　　　　　）番号、 ２０．県外公費、県外市町村分は別に

島根県国保診療報酬審査委員会    

　 この明細書は次の理由によって返戻いたしますので、整備の上、この付箋貼付のまま
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 （２）光ディスク等による請求
　　①　届　出
　　　…　光ディスク等で請求する場合は、請求開始月の前々月の20日までに「光ディスク

等を用いた費用の請求に関する届出」（様式Ｐ７）を本会及び支払基金島根審査委員
会事務局に提出してください。

　　②　確認試験（必須）
　　　…　請求を開始する前に確認試験を行います。確認試験は、実際の請求とは別に光ディ

スク等に記録したデータを用いて行います。
　　　　なお、実施月の前月20日までに届け出（様式Ｐ８）が必要です。

　　③　請　求
　　　　レセプトデータを記録した光ディスク等及び送付書を提出してください。
　　　　　・光ディスク等（様式Ｐ９、Ｐ10）
　　　　　・光ディスク等送付書（様式Ｐ11）

　　　　以下については書面により提出してください（編綴方法はＰ12参照）。

　　　　　・診療報酬等総括票
　　　　　・特別療養費に係るレセプト
　　　　　・福祉医療費請求書（社保分）
　　　　　・乳幼児等医療費請求書（社保分）
　　　　　・妊婦一般受診票（請求書）
　　　　　・乳児一般受診票（請求書）
　　　　　・妊婦精密受診票（請求書）
　　　　　・乳児精密受診票（請求書）
　　　　　・１歳６ヶ月児精密受診票（請求書）
　　　　　・３歳児精密受診票（請求書）
　　　　　・新生児聴覚検査受検票（請求書）
　　　　　・産婦健診受診票（請求書）

　　　※…請求月の中旬に送付する「受付エラー連絡票」に出力されているデータのうちエ
ラーコードが2000番台のものについては、再度請求が必要となるため、エラー内
容を確認のうえ、改めて光ディスク等に記録して翌月以降に請求してください。

　　　　…　また、月遅れ分のレセプト（返戻照会分を除く）を請求する場合も、光ディスク
等に記録して請求してください。

注 意
　資格証明書による診療に係るレセプト
を作成した場合は、レセプトの上部余白
に「特別療養費」と朱書きのうえ、診療
報酬等総括票の上部余白に「特別療養費
○件」と記入してください。
　レセプトは診療報酬等総括票の次に編
綴し、請求書は添付しないでください。
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　「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する
取扱要領」に以下のとおり定められています。

　電子媒体への表記については、ファイル名（コーディングデータ）、医療機関コー
ド、保険医療機関名称、診療月分及び提出年月日並びに支払基金又は国保連の別を記
入する。

コーディングデータ
医療機関コード
保険医療機関名称
診療月分　　　　　年　　　　月分
提出年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

１　FD・MOへの貼付ラベル

FD MO

電子媒体への表記

支払基金
・

国 保 連　　　　

貼付箇所
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レーベル面にシール等を貼付せずに、フェルトペン等により記入すること。
２　CD-Rへの表記

コーディングデータ
医療機関コード
保険医療機関名称
診療月分　　　　年　　月分
提出年月日　　　年　　月　　日
支払基金　 ・ 　国保連

レーベル面
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 （３）紙による請求
　　以下のものを書面で提出してください。
　　・診療報酬等総括表
　　・特別療養費に係るレセプト
　　・紙レセプト
　　　※…療養の給付費等の請求の特例（電子請求の免除及び猶予）に該当する保険医療機関

又は保険薬局のみ紙レセプトで請求することができます。
　　・福祉医療費請求書（社保分）
　　・乳幼児等医療費請求書（社保分）
　　・妊婦一般受診票（請求書）
　　・乳児一般受診票（請求書）
　　・妊婦精密受診票（請求書）
　　・乳児精密受診票（請求書）
　　・１歳６ヶ月児精密受診票（請求書）
　　・３歳児精密受診票（請求書）
　　・新生児聴覚検査受検票（請求書）
　　・産婦健診受診票（請求書）

県単独医療費助成事業（以下、県単という。）請求書

母子保健法に基づく妊婦・乳児健診等（以下、健診等
という。）受診票

県単・健診等

後期高齢者医療分
請求書・レセプト

国保分
請求書・レセプト

総　括　票
総括票の県単の福祉医療（社保分）、乳幼児等医療（社保分）
の欄には、社保分の件数を記入してください。

詳細は「①国保分」（P13）をご覧ください。

詳細は「②後期高齢者医療分」（P13）をご覧ください。

詳細は「③県単・健診等」（P14）をご覧ください。

レセプトの編綴方法

【留意事項】
・請求書は、保険者ごとに作成してください。
・請求書及びレセプトは、国保分と後期高齢者医療分を別に綴じてください。
・７万点以上のレセプトは、請求書を別に保険者ごとに作成してください。
・請求書は、総括票に表示している保険者の順に並べてください。
・レセプトの続紙は、該当レセプトに重ねるのみとし、糊、ホッチキス等で綴じないでください。
・レセプト編綴の際は、糊、ホッチキス等を使用せず、一括紐で綴じてください。
・レセプトに参考資料やコメントを添付する場合は、レセプトと同じ大きさ（A4）の用紙を使用してください。
・…ＯＣＲラインの印字があるレセプトを訂正して再提出する場合は、ＯＣＲライン（レセプト最下部）を二重線で抹消
のうえ提出してください。
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　　①　国保分

　　②　後期高齢者医療分

特別療養費レセプト

国保公費併用
入院レセプト

国保一般02長
入院レセプト

国保一般
入院レセプト

国保一般公費併用
外来レセプト

国保一般02長
外来レセプト

国保一般単独
外来レセプト

退職者公費併用
入院レセプト

退職者02長
入院レセプト

退職者
入院レセプト

退職者公費併用
外来レセプト

退職者02長
外来レセプト

退職者単独
外来レセプト

診療報酬請求書

特別療養費レセプト

後期高齢公費併用
入院レセプト

後期高齢02長
入院レセプト

後期高齢単独
入院レセプト

後期高齢公費併用
外来レセプト

後期高齢02長
外来レセプト

後期高齢単独
外来レセプト

診療報酬請求書
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　　③　県単・健診等

 【県単分】 

 【新生児聴覚分】 

 【妊婦、乳児健診分】 

 【産婦健診分】 

福祉医療費請求書

乳幼児等医療費請求書
妊婦一般受診票
（請求書）

母子保健（法）診療報酬総括表
（一般）

乳児一般受診票
（請求書）

妊婦精密受診票
（請求書）

乳児精密受診票
（請求書）

１歳６ヶ月児精密
受診票（請求書）

３歳児精密受診票
（請求書）

母子保健（法）診療報酬総括表
（精密）

新生児聴覚検査受検票
（請求書）

新生児聴覚検査総括表

産婦健診受診票
（請求書）

産婦健診総括表
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【留意事項】
妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、
新生児聴覚検査、産婦健康診査の請求時には、以下の点にご留意ください。

総括表
　●以下の項目について、記入漏れがないか確認のうえ、提出してください。
　　・請求年月
　　・市町村国保コード（実施市町村番号）
　　・医療機関コード（実施機関番号）
　　・保険医療機関（実施機関）の所在地、名称、開設者名
　　・件数
　　・請求額
　●請求書と受診票の区分番号が一致していることを確認ください。
　●請求額に誤りがないか確認ください。
　●…母子保健（法）診療報酬総括表について、一般健康診査と精密健康診査は…

それぞれ別に総括表を添付してください。

受診票
　●以下の項目について、記入漏れがないか確認のうえ、提出してください。
　　・対象者氏名、生年月日
　　・担当者氏名
　　・健診実施日
　　・請求年月日
　　・委託医療機関（実施医療機関）の住所、名称、氏名
　　・検査結果
　　・請求額
　●健診対象者の生年月日等は、明確に記入されているか必ず確認ください。
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３．審査結果にかかる通知等�
 （１）増減点等及び返戻通知書（Ｐ21参照）
　　…　審査の結果、減点又は返戻となった箇所及び点数等をお知らせする通知です。令和４

年11月以降、減点箇所については可能なものから順次、具体的な事由を表示していま
す。算定要件を確認し、次月の請求にご留意ください。

　　　なお、返戻については、本通知に併せて該当のレセプト等を返送します。

 （２）資格確認結果連絡書【原審査・再審査】（Ｐ22参照）
　　…　オンライン資格確認等システムにより振替・分割となった電子レセプトの資格情報
（保険者番号、記号・番号、枝番等）をお知らせする通知です。

　　　該当のレセプトは振替・分割済みですので、再請求の必要はありません。

 （３）過誤・再審査結果通知書（Ｐ24、25参照）
　　…　支払済みのレセプト等について、以下のような変更等が生じた場合に、その結果をお

知らせする通知です。
　　　 【過誤】
　　　　①保険者において被保険者の資格誤りが判明した場合
　　　　②…保険者において同一被保険者の同一診療年月のレセプトが複数枚請求されていた

ことが判明した場合
　　　　③医療機関等から取下げ依頼の申出があった場合
　　　　※…過誤については、内容により再請求を要する場合がありますので、返戻となった

理由を確認のうえ対応してください。

　　　 【再審査】
　　　　①保険者からの申出により再審査を行った結果、減点となった場合
　　　　②医療機関等からの申出により再審査を行った結果、復活となった場合
　　　　※申出が認められなかった場合は、その理由を付記した文書を送付します。
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４．取下げ・再審査�
 （１）レセプトの取下げ
　　…　レセプトを本会に提出した後に、記入漏れや誤請求が発覚した場合には、「診療報酬

明細書等取下げ依頼書」により、レセプトを取下げることができます。「診療報酬明細
書等取下げ依頼書」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。

　　…　なお、審査の結果、減点となった箇所に関する訂正を目的とした取下げは認められま
せんのでご留意ください。

　　…　また、支払済みのレセプトを取下げる場合、時間を要することがありますのでご了承
ください。

【診療報酬明細書等取下げ依頼書の記載方法】
１．被保険者１名に対して１部ずつ作成します。ただし、当該被保険者の複数月のレセ
プトを取下げる場合、最大５件まで記入できます。６件以上となる場合は、複数枚作
成してください。
２．「点数表等」、「区分」、「性別」欄は、該当を〇印で囲みます。
３．「保険者番号」欄は、被保険者証に記載されている保険者番号（後期高齢者の場合
は、後期高齢者医療被保険者証に記載されている保険者番号（８桁））を記入します。
４．「被保険者証記号・番号、被保険者番号」欄は、被保険者証に記載されている記号・
番号（後期高齢者の場合は、後期高齢者医療被保険者証に記載されている被保険者番
号）を記入します。
５．「公費負担者番号」及び「公費受給者番号」欄は、当該被保険者が公費負担医療を
受けている場合に、それぞれ該当する公費負担者番号及び公費受給者番号を記入しま
す。
６．「氏名」及び「生年月日」欄は、当該被保険者の氏名（フリガナを含む）及び生年
月日を記入します。
７．「診療年月」欄は、対象となるレセプトの診療年月を記入し、「提出年月」欄は、当
該レセプトを提出した年月を記入します。
８．「入外区分」欄は、該当を〇印で囲みます。
９．「請求点数」欄は、対象となるレセプトに記載された請求点数を記入します。ただ
し、訪問看護及び健診については請求金額、柔道整復については合計金額を記入しま
す。（※減点等があったレセプトについては、審査前の請求点数（請求金額）を記入
します。）
10．「理由」欄は、該当を〇印で囲み、「４．診療内容の変更」の場合は具体的な理由を
記入します。
11．取下げ依頼をするレセプトに減点がある場合、減点箇所の訂正を目的とした取下げ
は認められないことから、「取下げの理由は減点にかかる内容ではありません。上記
内容に同意します。」にチェックを入れます。
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 （２）再審査請求
　　…　国民健康保険法施行規則第30条に基づき、審査結果に対して不服がある場合には、

再審査請求することができます。「再審査請求書」に必要事項を記入のうえ、本会へ送
付してください。

　　…　なお、提出の際には、レセプトへの追記・訂正（傷病名など）は認められませんので
ご留意ください。

　　…　再審査の結果、申出を認める場合は、「再審査結果通知書」により増点（復活）の通
知を送付し、申出が認められない場合（原審）は、理由を文書により回答します。

【再審査請求書の記載方法】

１．対象となるレセプト１件につき請求書を１部作成します。

２．「診療年月」欄は、対象となるレセプトの診療年月を記入し、「提出年月」欄は、当
該レセプトを提出した年月を記入します。

３．「点数表区分」、「入外区分」、「レセプト区分」欄は、該当区分を○印で囲みます。

４．「保険者番号」欄は、被保険者証に記載されている保険者番号（後期高齢者の場合
は、後期高齢者医療被保険者証に記載されている保険者番号（８桁））を記入します。

５．「被保険者証記号・番号、被保険者番号」欄は、被保険者証に記載されている記号・
番号（後期高齢者の場合は、後期高齢者医療被保険者証に記載されている被保険者番
号）を記入します。

６．「公費負担者番号」、「公費受給者番号」欄は、公費負担者番号及び公費受給者番号
を記入します。

７．「氏名」、「生年月日」欄は、当該被保険者の氏名及び生年月日を記入します。

８．「請求点数」欄は、対象となるレセプトに記載された請求点数を記入します。ただ
し、訪問看護は、当該欄に請求金額を記入します。

9．「減点点数」、「事由」、「減点内容」欄は、本会から送付した増減点通知書（様式
P21参照）及び再審査結果通知書（様式P25参照）の記載内容をそれぞれ記入します。

10．「対象種別」欄は、原審査の結果に対する再審査請求の場合は「原審査」を、保険
者等の再審査結果に対する再審査請求の場合は「再審査」を、調剤審査（医科、歯科
のレセプトと調剤レセプトの突合等）に対する再審査請求の場合は「調剤審査」を○
印で囲みます。

11．「相手方薬局」欄は、「対象種別」が調剤審査の場合に、薬局のコード及び名称を
記入します。

12．「理由」欄は、具体的な再審査申出理由を記入します。

13．再審査請求が多項目にわたり、「減点内容」及び「理由」欄に記入しきれない場合
は、適宜用紙を添付してください。
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５．レセプト記入例�
事例１（国保・単独・70歳未満外来・区分アの患者）高額療養費が発生しない場合

≪療養の給付≫

留意点①



31

第
１
部　
診
療
報
酬
等
の
請
求
に
つ
い
て

事例２（国保・単独・７０歳未満外来・区分アの患者）高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫

＜参考＞



32

第
１
部　
診
療
報
酬
等
の
請
求
に
つ
い
て

事例３（国保・単独・「02長」あり・70歳未満外来・区分ウの患者）高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫

留意点②
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事例４（国保・公費10併用・70歳未満外来・区分イの患者）分点数で高額療養費が発生する場合①

≪療養の給付≫
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事例５（国保・公費10併用・70歳未満外来・区分イの患者）分点数で高額療養費が発生する場合②

≪療養の給付≫
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事例６（国保・公費15併用・70歳未満外来・区分ウの患者）分点数で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例７（国保・公費15併用・「02長」あり・70歳未満外来・区分エの患者）高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例８（国保・公費15併用・70歳未満外来・区分オの患者）分点数で高額療養費が発生する場合①

≪療養の給付≫
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事例９（国保・公費15併用・70歳未満外来・区分オの患者）分点数で高額療養費が発生する場合②

≪療養の給付≫
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事例10（国保・公費15併用・70歳未満外来・区分オの患者）分点数で高額療養費が発生する場合③

≪療養の給付≫
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事例11（国保・公費54併用・70歳未満外来・区分ウの患者）高額療養費が発生しない場合

≪療養の給付≫

留意点④
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事例12（国保・公費54併用・70歳未満外来・区分エの患者）高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例13（国保・公費54併用・70歳未満外来・区分エの患者）分点数で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例14（国保・公費54併用・70歳未満外来・区分ウの患者）分点数で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例15（国保・単独・高齢受給者外来・区分エの患者）高額療養費が発生しない場合

≪療養の給付≫

留意点⑤
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事例16（国保・単独・高齢受給者外来・区分オの患者）高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫

留意点⑥
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事例17（国保・公費10併用・高齢受給者外来区分エの患者）分点数で高額療養費が発生しない場合

≪療養の給付≫
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事例18（国保・公費10併用・高齢受給者外来・区分エの患者）高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例19（国保・公費54併用・高齢受給者外来・区分オの患者）で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例20（国保・公費54併用・高齢受給者外来・区分エの患者）分点数で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫
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事例21（国保・単独・高齢受給者外来・区分ウの患者）75歳到達月で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫

留意点⑦
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留意点⑧

事例22（後期高齢・単独・区分キ（一般Ⅰ）の患者）75歳到達月で高額療養費が発生する場合

≪療養の給付≫



52

第
１
部　
診
療
報
酬
等
の
請
求
に
つ
い
て

事例23（後期高齢・単独・区分カ（一般Ⅱ）の患者） 　配慮措置（※）の該当

≪療養の給付≫

留意点⑨
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補　　足

事例24（後期高齢・単独・区分カ（一般Ⅱ）の患者） 　配慮措置対象外（※）

≪療養の給付≫
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自己負担割合と高額療養費制度における自己負担限度額（令和４年10月以降）参考１
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第三者の不法行為にかかるレセプトについて参考２

　レセプトの記載要領では、患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為（交通事故等）によっ
て生じたと認められる場合は、特記事項欄に「10第三」と記入することとなっています。
第三者の不法行為には、交通事故のほか、船舶事故、他人の飼い犬による咬傷、食中毒、け
んかによる傷害等が該当します。

○　第三者の不法行為による負傷等で国民健康保険等を使用して治療を受ける場合は、
加入する保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出することが法令で義務付けられ
ています。
○　受付窓口等において、「第三者行為による傷病届」の提出義務があることを被保険
者にお伝えいただきますよう、ご協力をお願いします。
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交通事故等による傷病届（事故はがき）について

　本会が作成した「交通事故等による傷病届（事故はがき）」を一部の医療機関、薬局窓口
に設置しています。第三者行為によるもので保険証を使用し治療を受けられた方にお渡しい
ただきますよう、よろしくお願いします。



第２部

地方単独医療費
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１．提出期限�
　福祉医療費及び乳幼児等医療費請求書の提出期限は、毎月10日です。
　本会へ持参又は送付… （10日必着） …してください。

２．請求方法�
 （１）国保及び後期高齢者医療分
　　…　レセプトの公費負担者番号及び受給者番号欄に福祉医療費または乳幼児等医療費にか

かる情報を記入して提出してください。
 （２）社保分
　　①　紙媒体
　　　　連記様式の請求書を作成し請求してください（様式Ｐ58、59）。
　　　　また、診療報酬等総括票の県単独医療分の該当欄に件数を記入してください。
　　②　電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＦＤ、ＭＯ）
　　　…　電子請求ファイルレイアウト（Ｐ61参照）に基づき、請求データを作成後、電子

媒体にデータを格納のうえ請求ください。
　　　…　なお、本会が提供する簡易入力システムでも請求データの作成が可能です。
　　　…　また、電子媒体で請求する場合は、事前テストが可能です。希望される場合はご連

絡ください。電子媒体には医療機関コード等を記入し、『電子媒体等送付書』を添付
のうえ提出ください（様式Ｐ63）。

　　※…医療保険及び４種の公費（５併）での請求については、電子請求ファイルレイアウト
上第４公費を設けていないため、お手数ですが紙媒体で請求してください。

　　　

３．請求書の返戻�
 （１）国保及び後期高齢者医療分
　　…　記載不備等により返戻する場合、「増減点等及び返戻通知書」（様式Ｐ21）の摘要欄

に事由を記載します。該当レセプトを併せて返送します。
 （２）社保分
　　①　紙媒体
　　　　全件返戻する場合 … 「増減点等及び返戻通知書」の摘要欄に返戻と記載します。
　　　　　　　　　　　　　  請求書を併せて返送します。
　　　　一部返戻する場合 … 「増減点等及び返戻通知書」の摘要欄に削除と記載します。
　　　　　　　　　　　　　　…請求書の該当行は本会で斜線（削除）し、市町村へ送付しま

す。請求書は返送しません。
　　②　電子媒体
　　　　「増減点等及び返戻通知書」の摘要欄に削除と記載します。請求書は返送しません。

◇ 「福祉医療費及び乳幼児等医療費請求書」
◇ 「電子媒体等送付書」
　　 【本会ホームページ】
　　　　　保険医療機関・保険薬局のみなさま → 各種様式
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請求・問い合わせ先

〒690-0825 島根県松江市学園一丁目7番14号
島根県国民健康保険団体連合会 審査課

0852-21-2114(医科） 21-2130（歯科・調剤）

0852-21-3550

sinsa@shimane-kokuho.or.jp

https://www.shimane-kokuho.or.jp

TEL

FAX
E-mail
ホームページ
アドレス
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